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ＩＣカード連絡運輸取扱規則の一部改正について（2026年 2月 27日九州旅客鉄道株式会社公告第 21号） 

ＩＣカード連絡運輸取扱規則（2015年 9月九州旅客鉄道株式会社公告第４号）の一部を次のように改正し、2026年 3月 14日から施行します。 

現行 改正 

（前略） 

 

（同一駅で再度出場する場合の取扱方） 

第42条 旅客がＩＣ連絡定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場

せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間（券面に表示

された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。）の普通旅客運賃を現金で

支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 

２ 旅客が券面表示区間外の当社の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日

前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、ＩＣ連絡定期券を使用して入

場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295条第２項第１

号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなけれ

ばなりません。 

 

（以下略） 

（前略） 

 

（同一駅で再度出場する場合の取扱方） 

第42条 旅客がＩＣ連絡定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場

せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間（券面に表示

された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。）の普通旅客運賃を現金で

支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 

２ 旅客が券面表示区間外の当社の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日

前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、ＩＣ連絡定期券を使用して入

場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295条第１項第６

号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなけれ

ばなりません。 

 

（以下略） 

 


